
 

中間指針第三次追補に係る損害賠償請求に関する説明会の開催状況等について 
 

平成 25 年 8 月 22 日 
原子力安全対策課 

 
１ 経   緯  

平成 25 年 1 月 30 日に国の原子力損害賠償紛争審査会において，本県を農林漁業等の風評被害の対象地
域とする中間指針第三次追補が決定されたことを踏まえ，東京電力では，県内の農林水産物の買い控え等
による損害（風評被害）について，同年 3 月 27 日より賠償請求の受付を開始する旨を発表した。これを
受けて，県では，第三次追補等の内容を周知するため，県内農林漁業者及び加工・流通業者を対象とした
説明会等を開催した。 

 
２ 開 催 期 間 

平成 25 年 4 月 22 日 (月)から 7 月 22 日 (月)にかけて，県内一円で計延べ 31 回開催した。 
 
３ 出 席 状 況 

全体の参加者数は 691 人で，このうち事業者・生産者等対象者の参加者数は 481 人であった。また，149
人が個別相談会に参加した。 

 
４ 開催内容等 
 (1) 開催内容：基本的に，県から中間指針第三次追補の内容や損害賠償請求の方法に関して説明し，その後，

東京電力から賠償基準や請求書の記載方法，請求方法の説明を行った。また，説明会終了後に個別相談会
を開催する形式とした。 

(2) 質疑応答：各会場共通のものとして，損害額関係（損害を回避するための努力による売上の増加分が取
引停止等の減少分を上回った場合は対象外），基準年関係（被害額等の基準とする年度が事故日を含む決
算年度の直近年度），対象期間関係（中間指針策定以前の損害は対象外），加工品の原材料関係（原材料
に占める当該農林水産物の重量割合が 50％以上必要）等，東京電力の賠償基準に関するものが多かった。
この他，第三次追補の対象となっていない品目等の中間指針への明示に関する要望等があった。 

 

主な対象者 担当部・課等 
開催 

月日 
開催場所 

参加人数 個別 

相談   対象者 市町村 県 

農林産物直

売所，有機農

業者 

農産園芸環境課 
林業振興課 

4/22(月) 大河原合庁 48 22 13 13 9 
4/23(火) 古川農業試験場 38 21 7 10 6 
4/25(木) 中田農村環境改善ｾﾝﾀｰ 20 10 6 4 6 

北部地方振興事務所 8/23(金) 大崎合庁(予定) － － － － － 

食品製造業，

畜産業，林

業，肥･飼料

製造業，水産

加工業，小売

業 

原子力安全対策課 
経済商工観光部 
農林水産部 

5/9(木) 大河原合庁 24 17 0 7 5 
5/13(月) 大崎合庁(午前・午後) 35 21 9 5 12 
5/15(水) 栗原合庁 17 11 2 4 5 
5/16(木) 石巻合庁(午前・午後)  34 24 0 10 10 
5/21(火) 仙台合庁(午前・午後)  43 37 4 2 17 
5/22(水) 登米合庁(午前・午後)  16 11 1 4 5 
5/23(木) 気仙沼合庁(午前・午後)  38 34 2 2 14 

水産業全般，

水産加工業 
水産業振興課 

5/15(水) 女川魚市場 66 59 1 6 
5/16(木) 宮城県ﾄﾗｯｸ協会塩釜支部 52 48  4 
5/17(金) 気仙沼魚市場 49 43 1 5 
5/24(金) 石巻魚市場 42 37  5 
6/20(木) 石巻魚市場 14   14 
6/21,22 気仙沼魚市場 13   13 
7/22(月) 女川魚市場 6   6 

内水面養殖

業者 
水産業基盤整備課 

5/20(月) 自治会館(勉強会) 21 14  7 
5/22(水) 自治会館 7   2 5 
5/23(木) 漁信基ﾋﾞﾙ 4   2 2 

個人の 
きのこ，山菜

生産者 

林業振興課 

5/21(火) 大崎合庁 42 31 5 6 7 
5/28(火) 仙台合庁 13 10  3 6 
5/30(木) 石巻地区森林組合研修ｾﾝﾀｰ 13 9  4 後日 
6/5(水) 本吉町公民館 14 8 2 4 4 

大河原地方振興事務所 6/28(金) 丸森まちづくりｾﾝﾀｰ 22 14 4 4 3 

計    31 回 691 481 57 113 149 

資 料 ７ 



 

中間指針及び中間指針第三次追補における農林水産物の風評被害に関する主な賠償の範囲 
 
 

 
※「中間指針」，「中間指針第三次追補」より，農林水産物の風評被害に関する項目の東北・関東地方部分を抜粋 

【凡例】○：中間指針：「東京電力株式会社福島第一，第二原子力発電所事故による原子力損害の判定等に関する中

間指針」（平成２３年８月５日策定） 

【凡例】◎：中間指針第三次追補：「東京電力株式会社福島第一，第二原子力発電所事故による原子力損害の判定等

に関する中間指針第三次追補」（平成２５年１月３０日策定） 


